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１．設立年月日：平成18年11月30日 特定非営利活動法人発足
平成22年 7月 1日 一般社団法人設立
平成22年12月22日 公益社団法人変更承認

２．活動目的及び主な活動内容：

当法人は、広く一般市民を対象として精神障がい者の自立と社会参加の促進に資するための社会
啓発及び広報活動、精神障がい者とその家族に対する相談・支援、並びに精神障がい者の社会参加
等に関する調査研究・施策提言を行い、精神障がい者とその家族の福祉の増進に寄与することを目
的とする。

【主な活動内容】
・精神保健福祉の向上に資するための社会啓発、広報事業
・精神障がい者とその家族に対する相談、支援事業
・精神障がい者の社会参加を推進するための調査、研究事業
・家族会活動の育成強化及び当事者活動の支援を図る事業
・関係機関、団体との連絡、調整に関する事業
・その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
・全国大会・ブロック研修大会の開催
・機関誌の発行

３．加盟団体数（又は支部数等）：47都道府県連合会（平成29年５月時点）

４．会員数：47（平成29年５月時点）

５．機関誌：月刊12,000部発行（平成29年5月時点）

６．法人代表： 理事長 本條義和

公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）の概要
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

視点-１ より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法

１．共生型事業所構想の留意点

共生型サービス事業所構想に関しては、精神障害やその支援の独自性が介護保険事業所に理解されるような仕組みが必要と思われる。

２．自立生活援助の対象拡大

新たに実施される自立生活援助について、対象を障害者支援施設やグループホーム利用者だけでなく、家族同居で自立生活を希望す

る障害者も対象とすべきである。

３．地域相談支援（移行）を加算対象に

平成２９年度報酬改定にあたって、地域相談支援（移行）が加算非対象となっているが、事業の重要性に鑑み加算対象とするべきである。

４．相談支援事業における家庭連携加算

障害児通所支援において、家庭連携加算が付与されているが、精神障害者の自立と社会参加を推進する上で家族の支援は欠かせな

いため、地域相談支援や相談支援においても家族連携加算を創設していただきたい。

視点-２ 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするためのサービス提供体制の確保に向け

た課題及び対処方策

１．障害者相談支援における精神障害者家族加算

平成27年度報酬改定の障害児相談支援において保護者の障害受容ができないこと等による報酬体系が新設されたが、精神障害の場

合も家族の障害受容が課題となることがあるため、精神障害者の家族の場合にも相談支援について加算をつける必要がある。

２．地域生活拠点等におけるアウトリーチ事業の可能性

平成26年度に提起された地域生活拠点においても、相談することができず地域で困難を抱えている障害者に対する対策が立てられてい

ない。地域住民や関係者からの情報提供によって現場に赴くような事業を障害者総合支援法もしくは地域生活拠点の事業とすることを検

討する時期にきているのではないか。

視点-３ 持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

１．居宅介護事業等における直接雇用の検討

居宅介護等一部のサービスに関しては、サービス事業所を通さず本人が介護者を直接雇用する仕組みの創設を検討してもよいのでは

ないか。
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視点-１ より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
１．共生型事業所構想の留意点

平成30年度から予定されている共生型サービス事業所構想について、 介護保険事業所が障害福祉サービス事業所の指定を受けやす

くする特例が設けれる予定であるが、精神障害やその支援の独自性が介護保険事業所に理解されるよう、事業所やヘルパーに対して精

神障害に関する研修を義務付けるなどの仕組みが必要と思われる。

２．自立生活援助の対象拡大

新たに実施される自立生活援助について、対象を障害者支援施設やグループホーム利用者等となっているが、特に精神障害の場合は

自立生活を望んでいてもなかなか踏み切れなかったり、家族の同意が得られない当事者もいるため、家族同居で自立生活を希望する障

害者も対象とすべきである。

３．地域相談支援（移行）を加算対象に

平成２９年度報酬改定にあたって、地域相談支援（移行）が加算非対象となっており、平成26年度から27年度の推移では利用人員は微

減ではある（平成28年度の推移は不明）が、入所・入院から地域へという重要政策の一環事業の重要性に鑑み加算対象とし、事業の拡充

を図っていくべきである。

４．相談支援事業における家庭連携加算

障害児通所支援において、家庭連携加算が付与されているが、精神障害者の自立と社会参加を推進する上で家族の支援は欠かせな

いため、地域相談支援や相談支援においても家族連携加算を創設していただきたい。

視点-２ 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするためのサービス提供体制の確保に向け

た課題及び対処方策

１．障害者相談支援における精神障害者家族加算

平成27年度報酬改定の障害児相談支援において保護者の障害受容ができないこと等による報酬体系が新設されたが、精神障害の場

合も家族の障害受容が課題となることがあるため、精神障害者の家族の場合にも相談支援について加算をつける必要がある。

２．地域生活拠点等におけるアウトリーチ事業の可能性

平成26年度に提起された地域生活拠点においても、相談することができず地域で困難を抱えている障害者に対する対策が立てられてい

ない。地域住民や関係者からの情報提供によって現場に赴くような事業（アウトリーチ）を障害者総合支援法もしくは地域生活拠点の事業

とすることを検討する時期にきているのではないか。

視点-３ 持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

１．居宅介護事業等における直接雇用の検討

居宅介護等一部のサービスに関しては、サービス事業所を通さず本人が介護者を直接雇用する仕組みの創設を検討してもよいのでは

ないか。その場合の報酬単価については、事業所を通さないので一定程度引き下げることが可能と考える。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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（参考資料）
視点-２ 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするためのサービス提供
体制の確保に向けた課題及び対処方策
１．障害者相談支援における精神障害者家族加算
２．地域生活拠点等におけるアウトリーチ事業の可能性
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（参考資料）
視点-３ 持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
１．居宅介護事業等における直接雇用の検討
・ ダイレクトペイメント（パーソナルアシスタンス支援）による障害者当事者主体の自薦支援サービスの創設
EX.札幌市(下記参照）のとりくみなどの実績から、支給制度（支援区分と支給量、経費上限）の工夫はできる。
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